
告

示

規

則

日

号
外

ペ
ー
ジ

七
七

福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

四
九
九

七
八

福
島
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

八

五
一
三

七
九

福
島
県
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

二
二

五
三
六

八
〇

福
島
県
児
童
相
談
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る

規
則

二
二

五
三
六

八
一

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範

囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
六

五
四
〇

五
三
四

公
印
を
改
刻
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
件

一

五
〇
一

五
三
五

青
少
年
に
有
益
な
映
画
と
し
て
推
奨
す
る
件

一

五
〇
一

五
三
六

青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
件

一

五
〇
一

五
三
七

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

一

五
〇
二

五
三
八

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
件

一

五
〇
二

五
三
九

新
た
な
土
地
改
良
事
業
を
行
う
こ
と
を
適
当
と
決
定
し
た
件

一

五
〇
三

五
四
〇

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件

一

五
〇
三

五
四
一

土
地
改
良
事
業
計
画
を
適
当
と
決
定
し
た
件

一

五
〇
三

五
四
二

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

一

五
〇
三

五
四
三

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

一

五
〇
四

五
四
四

同

一

五
〇
四

五
四
五

土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

一

五
〇
四

五
四
六

公
印
を
新
調
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
件

五

五
〇
七

五
四
七

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
件

八

五
一
五

五
四
八

同

八

五
一
六

五
四
九

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ

っ
た
件

八

五
一
七

五
五
〇

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件

八

五
一
七

五
五
一

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

八

五
一
七

五
五
二

同

八

五
一
七

五
五
三

同

八

五
一
八

五
五
四

保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

八

五
一
八

五
五
五

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

八

五
一
八

五
五
六

同

八

五
一
八

五
五
七

同

八

五
一
八

五
五
八

同

八

五
一
九

五
五
九

同

八

五
一
九

五
六
〇

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

八

五
一
九

五
六
一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
域
を
指
定

す
る
件

一
二

五
二
三

五
六
二

生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

一
二

五
二
三

五
六
三

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
件

一
二

五
二
三

五
六
四

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た

件

一
二

五
二
四

五
六
五

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た

件

一
二

五
二
四

五
六
六

生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
施
術
者
を
指
定
し
た
件

一
二

五
二
四

五
六
七

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件

一
二

五
二
四

五
六
八

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

一
二

五
二
四

五
六
九

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
件

一
五

五
二
七

五
七
〇

患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
発
見
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
件

一
五

五
二
八

五
七
一

土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
同
意
し
た
件

一
五

五
二
八
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第
五
十
四
号
ま
で



五
七
二

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

一
五

五
二
八

五
七
三

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

一
五

五
二
八

五
七
四

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
件

一
五

五
二
九

五
七
五

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

一
五

五
二
九

五
七
六

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項
の
申
出
を
撤
回
し
た
件

一
九

五
三
四

五
七
七

保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

一
九

五
三
四

五
七
八

保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
件

一
九

五
三
四

五
七
九

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

二
二

五
三
六

五
八
〇

地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認
証
し
た
件

二
二

五
三
六

五
八
一

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

二
二

五
三
七

五
八
二

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

二
二

五
三
七

五
八
三

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
件

二
六

五
四
〇

五
八
四

患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
発
見
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
件

二
六

五
四
一

五
八
五

地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認
証
し
た
件

二
六

五
四
一

五
八
六

土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
同
意
し
た
件

二
六

五
四
一

五
八
七

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
件

二
九

五
五
一

五
八
八

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

二
九

五
五
一

五
八
九

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

二
九

五
五
二

五
九
〇

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件

二
九

五
五
二

五
九
一

同

二
九

五
五
六

五
九
二

海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

二
九

54

一

五
九
三

同

二
九

54

五

五
九
四

同

二
九

54

五

五
九
五

同

二
九

54

六

四
二
四

平
成
二
十
年
度
福
島
県
職
員
採
用
選
考
予
備
試
験
を
実
施
す
る
件

一

五
〇
四

四
二
五

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

一

五
〇
五

四
二
六

同

一

五
〇
五

四
二
七

土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一

五
〇
五

四
二
八

採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
実
施
す
る
件

五

五
〇
七

四
二
九

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件

五

五
〇
八

四
三
〇

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

八

五
一
九

四
三
一

土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

八

五
二
〇

四
三
二

市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

八

五
二
〇

四
三
三

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

一
二

五
二
五

四
三
四

一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

一
二

五
二
五

四
三
五

土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
二

五
二
六

四
三
六

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
件

一
二

五
二
六

四
三
七

財
団
法
人
都
道
府
県
会
館
災
害
共
済
事
業
及
び
機
械
損
害
共
済
事
業
の
経
営

状
況
を
公
表
す
る
件

一
五

五
二
九

四
三
八

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

一
五

五
二
九

四
三
九

同

一
五

五
三
〇

四
四
〇

障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

一
五

五
三
〇

四
四
一

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

一
九

五
三
四

四
四
二

基
本
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
件

一
九

五
三
五

四
四
三

公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
件

一
九

五
三
五

四
四
四

同

一
九

五
三
五

四
四
五

一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

二
二

五
三
七

四
四
六

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
件

二
六

五
四
一

四
四
七

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
件

二
六

五
四
二

四
四
八

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
六

五
四
二

四
四
九

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
六

五
四
三

四
五
〇

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
件

二
六

五
四
四

四
五
一

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ

っ
た
件

二
六

五
四
四

四
五
二

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
件

二
六

五
四
四

四
五
三

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
六

五
四
五

四
五
四

特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届

出
が
あ
っ
た
件

二
六

五
四
六

四
五
五

障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た

件

二
六

五
四
六

四
五
六

障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

二
六

五
四
七

四
五
七

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

二
六

五
四
七

四
五
八

都
市
計
画
事
業
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
件

二
六

五
四
七

四
五
九

建
築
士
法
に
よ
る
免
許
を
取
り
消
し
た
件

二
六

五
四
七

四
六
〇

落
札
者
を
決
定
し
た
件

二
六

五
四
七

四
六
一

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

二
九

五
五
七

四
六
二

土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
九

五
五
七

公

告

福 島 県 報 目 録平成20年９月２日 火曜日 (８月中) 2

公

告

福
島
県
病
院
局



一
三

平
成
二
十
年
度
福
島
県
病
院
局
育
休
任
期
付
職
員(

看
護
及
び
助
産)

採
用

候
補
者
登
録
試
験
を
実
施
す
る
件

一

五
〇
六

一
四

平
成
二
十
年
度
福
島
県
病
院
局
職
員
採
用
選
考
予
備
試
験
を
実
施
す
る
件

二
九

五
五
八

規

則
一
八

福
島
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五

五
〇
八

公

告
六

機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
を
実
施
す
る
件

五

五
〇
八

七

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
を
実
施
す
る
件

五

五
〇
九

八

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
を
開
催
す
る
件

二
二

五
三
八

公

告
三
六

一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

五

五
一
〇

三
七

同

八

五
二
〇

三
八

同

八

五
二
一

三
九

同

一
五

五
三
〇

四
〇

同

一
五

五
三
一

四
一

同

二
六

五
四
八

四
二

同

二
六

五
四
九

四
三

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件

二
九

五
五
八

四
四

一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

二
九

五
五
八

告

示
五
一

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
一
般
選
挙
に
お
い
て
当
選
し
た
者
を
告
示

す
る
件

一

51

一

五
二

政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
件

一
二

53

一

五
三

政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
件

一
二

53

一

五
四

政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
二

53

三

五
五

政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
件

一
二

53

四

五
六

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
告
示
す
る
件

一
二

53

四

公

表
一
三

監
査
公
表

一
二

52

一

一
四

同

一
二

52

三

一
五

同

一
二

52

四

一
六

同

一
二

52

六

一
七

同

一
二

52

九

一
八

同

一
二

52

一
〇

一
九

同

一
二

52

一
一

告

示
一

地
方
公
営
企
業
の
労
働
組
合
に
つ
い
て
労
働
組
合
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定

す
る
者
の
範
囲
を
認
定
し
た
件

八

五
二
二

公

告
一

あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
と
し
て
委
嘱
さ
れ
た
件

五

五
一
一

告

示
三

公
示
に
よ
る
通
知
を
行
う
件

二
六

五
五
〇

告

示
四

小
型
定
置
漁
業
の
保
護
区
域
に
つ
い
て
指
示
す
る
件

一
五

五
三
二

五

は
え
な
わ
漁
業
に
つ
い
て
指
示
す
る
件

一
五

五
三
二

六

漁
業
法
に
よ
り
指
示
す
る
件

一
五

五
三
三
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